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母子家庭等就業・自立支援事業  （
塘
茸
∽
）
 
 
 

○従来の都道府県、指定都市、中核市を実施主体とする母子家庭等就業・自立支援センター事業に在宅就業   
推進事業を追加  

○一般市（特別区含む）及び福祉事務所設置町村においてもセンター事業と同様の事業が実施できるよう新た  

に一般市等就業一自立支援事業を創設  



（
粘
彗
ふ
）
 
 
 

就職準備支援コース  

就職準備支援コース（標準期間3か月）   

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
に
よ
る
就
労
支
援
（
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
）
 
 

直ちに就業に移行することが困難な母子家庭の母を対象に、自治体が地域の実  
情に応じたコースを設定し、NPO法人、母子福祉団休、シルバー人材センター  
等を活用し、就業意欲を醸成するとともに、就業能力の向上を図る。  

事業例  母
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
 
 
 

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
 
 

就
 
業
 
に
 
よ
 
る
 
自
 
立
 
 

（D日常生活自立   

支援コース   

②社会生活自立   

支援コース   

③就業自立支援  
コース   

日常生活で孤立しがち  

な母子家庭を対象に、  

①家庭訪問  

②親子サロン（クリスマ   
ス会、ボーリング大会   

等）  

③親子料理教室（お菓子   

作り等）  

④野外活動（スポーツ大   

会、ピクニック等）  

等への参加を促し、他の  

母子家庭との交流を図る。  

ボランティア活動を通  

じ、就業意欲を喚起  

（D老人ホームやグループ   

ホームの入所者、障害   

者作業所利用者の話し   

相手や作業支援  

②一人暮らしの高齢者宅   

における話し相手や家   

事支援  

③公園、河川、公共施設、   

森林の清掃等軽作業  
④図書館における図書の   

整理  等  

就業体験の場の提供を  

通じ、就業意欲を醸成  

①障害者施設における手   

芸品、食品製造  

②母子福祉団体が運営す   

る売店、喫茶店等にお   

ける就業  

③視覚障害者のための代   

読、代筆、カセット   

テープに名作を吹き込   

む等  

④交通量調査や自治体広   

報等の配布  等  

－
阜
∽
－
 
 



職業訓練中の母子家庭の生活支援等について  
（
楯
彗
J
）
 
 
 

（嵩等技能訓練促進費の支給）  

○ 看護師、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得するため、従来からの修業支援手当（最後の3分の1の期間に支給）   
に加え、入学時におけるインセンティブとして入学金の負担を考慮した額を一時金として修了後に支給する仕組み（入学支援修了   
一時金）を創設する。  

（1）修業支援手当  
市町村民税非課税世帯月親10万3千円、課税世帯月観5万1，500円を支給（平成20年度入学者から適用）。  

（2）入学支援修了一時金（新設）  
市町村民税非課税世帯5万円、課税世帯2万5千円を支給（平成20年度入学者から支給）。   

（母子寡婦福祉貸付金の無利子融資）  

○生活資金  
知識技能を習得している期間に必要な生活糞として、月額14万1千円を3年を限度に貸付。  

○技能習得資金  
就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金として、月額5万円を3年を限度に貸付。  
特別貸付として、入学金など入学時に必要となる費用に対し、60万円を限度に貸付。  

※ 20年度予算（案）では、母子家庭の償還に係る負担を軽減するため、償還期限を現行の10年以内から20年以内に延長。  

例）2年間の介護福祉士訓練コースを利用する場合（入学時に技能習得資金の特別貸付を利用したケース）  
8月  16月  24月  



（資料8）  平成19年12月26日  
厚 生 労 働 省 ※   

「福祉から雇用へ」推進5か年計画  
～誰でもどこでも自立に向けた支援が受けられる体制整備～   

我が国は人口減少というこれまで経験したことのない状況の中で、  

経済成長を持続させ、生活の質を高くしていくことが、今後の日本  
経済の最も重要な課題である。そのために、意欲と能力を活かせる  
環境の整備による人材の活用や就業率の向上を進めることが不可欠  

である。   

そのような中、我が国の成長力強化に向け、平成19年4月に「成  

長力加速プログラム」が策定されたところであるが、人材と中小企  

業という経済の基礎力を高める「成長力底上げ戦略」の柱の一つと  

して、障害者、生活保護世帯、母子家庭世帯等を対象に、セーフテ  
ィネットを確保しつつ、可能な限り就労による自立・生活の向上が  

図られるよう福祉・雇用両面にわたる支援を行う就労支援戦略を取  

りまとめたところである。   

この就労支援戦略の中で、障害者、生活保護世帯、母子家庭世帯  
等の就労支援を計画的に進めるために、本計画を策定することとさ  

れたところである。本計画の目標期間は、平成19年度を初年度と  

する5年間であるが、特に平成19年度から平成21年度までを集  
中戦略期間として、関係機関間や産業界等との連携を図りつつ、本  
計画を実施することとしている。   

なお、授産施設等で働く障害者のエ賃水準を引き上げるとともに、  

一般雇用への移行の準備を進めるため、平成19年度中にすべての  

都道府県において、「工賃倍増5か年計画」を策定することとしてお  

り、関係行政機関や地域の商工団体等の関係者を挙げた協力の下、  

5か年で平均工賃の倍増を目指しているところである。  

1 本計画の目的   

「福祉から雇用へ」の基本的な考え方を踏まえ、障害者、生活保  

護世帯、母子家庭世帯等公的扶助（福祉）を受けている者等につい  

て、セーーフティネットを確保しつつ、可能な限り就労による自立・  

生活の向上を図ることを目的とする。  

※ 本計画は、各府省の協力のもと厚生労働省が取りまとめたもの  

1  

－51－   



2 本計画の目標期間   

本計画の目標期間は、平成19年度を初年度とする平成23年度  
までの5年間とする。   

また、特に、平成19年度から平成21年度までの3年間に集中  

的に取組を強化することとする。  

3 本計画の具体的目標   

本計画の推進に当たっては、障害者、生活保護世帯、母子家庭世  

帯それぞれの支援対象者の特性や課題に応じた様々な推進方策を実  

施することにより、以下に掲げる目標の達成に努めるものとする。   

また、個別の推進方策については、それぞれの方策毎に、目標期  

間中の具体的目標を設定し、実績を検証しながら本計画を推進する  

こととする。   
なお、本計画の達成状況については、定期的な検証を行い、必要  

に応じて、目標の見直しを行うものとする。  

＜障害者＞  

① 平成25年度の障害者雇用実態調査において雇用障害者数を64   

万人にする。  

② 平成20年度から平成24年度までの間に、ハローワークに   
おいて、24万人の障害者の就職を実現する。  

③ 平成23年度までに、年間9，000人の障害者を、福祉施   
策から一般雇用に移行させることとする。  

＜生活保護世帯・母子家庭世帯＞  

○ 生活保護の被保護者や母子家庭の母の中でも、稼働能力を有   
し、就労意欲のある看で早期に適切な就労支援を行うことによ   

り、自立の可能性が見込める者に対して、就労支援を推進する   
ことにより、就職につなげる。  

被保護者や母子家庭の母の就職に係る目標は以下のとおりと   

する。  
・ 平成19年度までに生活保護の就労支援プログラムを全自  

治体で策定するとともに、当該プログラムの一環である生活  

保護受給者等就労支援事業の支援対象者の就職率を平成21  

年度までに、60％に引き上げること等により、生活保護の  

被保護者の就労を推進する。   



平成18年度における母子家庭世帯の常用雇用率は42．  

5％となっていることから、母子家庭等就業・自立支援セン  

ター事業による一貫した就業支援を行うこと等により、引き・  

続き常用雇用の促進を図る。  

4 具体的な推進方策  

（1）地域の特性を活力、した就労支援休制の全国展開   
① 就職・職場定着支援や就業に伴う生活支援など障害者の就  

業面・生活面の一体的な相談・支援を行う障害者就業一生活支  

援センターを全障害保健福祉圏域に設置するとともに、地域ニ   

ーズや支援実績等に応じた実施体制の充実を図る。  

【目標】  

○ 障害者就業・生活支援センターを、平成23年度までに、全障害保  

健福祉圏域に設置する。  

② 各府省・各自治体において、職場実習を活用するなどして、   

知的障害者等が、一般雇用に向けて経験を積むための「チャレ   

ンジ雇用」を推進する。   

【目標】   

⊂）平成20年度までに全府省で実施する。  

③ 就労移行支援事業等の障害福祉サービスについて、障害福   

祉計画に基づき、各市町村において推進を図る   

【目標】   

○ 福祉施設から一般雇用へ移行する障害者数を、平成23年度までに、   

年間9，000人以上とする。  

④ 障害者の態様に応じた多様な委託訓練（障害者委託訓練）   

の拡充、公共職業能力開発施設における職業訓練の実施等によ   

り、障害者の職業能力開発の推進を図る。  

【目標】   

○ 障害者委託訓練の受講者数を、平成23年度までに、平成18年度   

実績（年間4，814人）の3割増とする。   

○ 障害者委託訓練の受講者の就職率を、平成23年度までに、50％  

以上とする。   



⑤ 母子家庭世帯を含め生活保護を受給する世帯の自立を推進   

するため、自立支援の具体的内容と手順を定めた個別の「自立   

支援プログラム」の導入を一層推進し、全ての保護の実施自治   

体において就労支援プログラムを策定する。  

【目標】   

○ 就労支援プログラムを策定する自治体の割合を、平成19年度には、  

100％とするとともに、運用の一層の効率化を図る。  

59．8％（平成18年度）→100％（平成19年度）   

⑥ 母子家庭の母等に対して、就業相談から技能講習、就業情   
報の提供までの一貫した就労支援サービスの提供を行うとと   

もに、養育費の取り決めなどの専門相談を実施する母子家庭等   

就業・自立支援センター事業を全ての都道府県、指定都市及び   

中核市において行う。  

【目標】   

○ 母子家庭等就業・自立支援センター事業を行う自治体の割合を、  

平成19年度には、100％に引き上げ、その後も維持する。   

○ 児童扶養手当受給者に対する就業相談の延べ件数の割合を、平成  

23年度には、10％以上とする。   

⑦ 子育て女性等に対する就職支援サービスの提供を行うマザ   

ーズハローワーク事業の拠点の拡充及び機能強化を図る。   

【目標】   

○ マザーズハローワーク及びマザーズサロンにおける担当者制によ  

る就職支援を受けた重点支援対象者の就職率を、平成19年度には、  

70％以上とするとともに、マザーズハローワーク事業の拠点の拡充  

及び機能強化を図る。   

⑧ 母子家庭の母に対して、職業能力開発等を支援する母子家   
庭自立支援給付金事業や、個々のケースに応じたきめ細やかな   

支援を行う母子自立支援プログラム策定事業を全国展開する。  

【目標】   

○ 母子家庭自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定事  

業を実施する自治体の割合を、平成21年度までに、100％に引き  

上げ、その後も維持する。   

○ 母子自立支援プログラムの策定件数を、平成23年度までに、2万   



件以上とする。  

（2）ハローワークを中心とした「チーム支援」   

① ハローワークと福祉事務所等の連携による生活保護受給者  

や児童扶養手当受給者の就労支援の取組を推進するため、就労  

支援アクションプランを実施する。   

【目標】  

○ 生活保護受給者等就労支援事業の支援対象者の就職率を、平成21  

年度までに、60％に引き上げる。  

② ハローワークと福祉施設等関係機関により編成された障害   

者就労支援チームによる、就職の準備段階から職場定着までの   

一貫した支援を展開する。  

③ 障害者の雇用促進を図るため、障害者雇用率の達成指導、   

きめ細かな職業紹介等による就労支援を推進する。  

担⊥壁書者雇用促進法制の整嘩   

○ 短時間労働に対応した障害者雇用率制度の見直し、中小企  

業における障害者の雇用促進等を図るための制度の見直しを  

行う。  

（4）関係者の意識改革   

○ 企業の経営者・労働組合・従業員・福祉関係者等国民全体  

の意識改革と、相互の協力関係の構築等を通じ、雇用機会を  

拡大する。  

具体的には、  

・ ハローワーク等を通じた周知・啓発による、特に障害者  

をはじめとする就職困難者の雇用に向けた企業経営者、労  

働組合、従業員に対する理解の促進  

・特に、障害者については、公的機関に対する法定雇用率  

達成に向けた指導の徹底  

等を図ることとする。   

【目標】  

○ 特に、障害者について、  

平成24年度までに全ての公的機関で障害者雇用率を達成   



養育費  
親からの  （

楯
彗
あ
）
 
 
 

メッセージ   

一別れて暮らす親と子の絆のために－  

養育費相談支援事業  

養育費の相談に当たっている各地の母子家庭等就業・自立支援センターの葺青葉専門相談員や母  
子自立支援員等による相談を支援します。  

●薫育寅lこ関する電話・メールによる相談   

養育費の取り決めや確保に悩んでいる方は、まずは最寄りの母子家庭等就業・自   
立支援センターに相談してください○専門相談員がいなかったり、時間的に無理   
な方は、善育貧相談支援センターに電話相談、メール相談をしてくださし1。   

佃 月～土（年末年臥祭日を除く）10ニ00～20＝00  

03－3980－4108   

… fpic・yOuikuhi＠work・Odn・ne・jp  

●地域の母子家庭等就業・自立支援センター等への出張相談等支援   

各地の母子家庭等就業・自立支援センター等に養育費相談支援センターの専門相談員等を派遣して   
支援しています。   

研修事業  

全国の母子家庭等就業・自立支援センターなどで養育費に関する相談を行う人に研修をしています。   

情報提供事業  

●ホームページによる情報提供  

．0dn．ne．ip〝pic／youikuhi／index・html   http：〟wwwl  

養育費、離婚、相談機関、メール相臥Q＆A等々、の詳和はホームページヘ  

●パンフレット等による養育黄確保等の普及・啓発活動  



養育費は、子どもの権利です。   
養育費は、子どもの生活を守り育てるため必要な日々の費用です。子どもが自立するまで親が負担するものです。  

親が別れて暮らす子どもと「最後の一切れのパンも分けあう」という強いもので、自己破産した場合でもその負担義  

務はなくなりません。  

養育費の取り決めと確保   

未成年の子どもがいる夫婦の離婚は、離婚全体のおおよそ6割です。親の離婚に通過する子どもたちは、平成  
18年で25万を超える数になります。   

離婚によって夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。どちらの親にも子どもを養育し、幸せにす  
る責任があります。  

離婚後の子どもの生活基盤をどう確保するか、父母としてどう協力し合うか、話し合って、取り決めましょう。   
養育費lま、子どもの権利であることを肝に銘じて、離婚時にしっかり決め、子どものために継続的な支払いが  

続くよう、父母とも努力しましょう。  

養育費の取り決め   養育費の確保   

話し合いの結果は、「公正証書」にするのが  

望ましいでしょう。   

公証役場は、日本公証人連合会  

http：／／www．koshonin．gr．jp／index2．html  

のホームページを参照してください。   

履行勧告でも支払われず、  

又は公正証書で決めたのに  

支払われなし1場合は、強制執  

行を申し立てることができ  

ます。   

まず、取り決めをした家庭  

裁判所又は公証役場を訪ね、  

取り決めた文書を相手方に  

送達してもらい、送達証明書  

をもらいます。   

その後、管轄する地方裁判  

所の執行係を訪ね、強制執行  

の申立てをします。強制執行  

は、地方裁判所に支払い義務  

のある人の債権（給与や予頁貯  

金）、動産、不動産などを差  

し押さえてもらし1、お金に換  

えられるものはお金に換えて  

支払われなかった分に充てる  

制度です。   

強制執行は、  

裁判所ウェブサイト  

h叫）：／／www．courls．go．jp／  

で裁判手続→家事事件→履  

行勧告手続等を参照してく  
ださい。  

協
 
議
 
離
 
婚
 
 

相手に督促しても払ってもらえない場合、  

今まで養育費の取り決めをしていなかった  

場合は、家庭裁判所に妻育費請求の調停申  

立てをし、調停で養育費の取り決めをしま  

す。調停での話し合いがまとまらない場合  

は、家庭裁判所が、審判で決めます。   

調停の申立てについては、裁判所ウェブ  

サイトhttp：／／www．courts．goJp／  

で裁判手続→家事事件→養育責請求を参照  
してください。   

調停、審判、裁判の判決  

及び和解で養育責の支払し1  

が決まっている場合は、家  

庭裁判所から相手に「約束ど  
おり履行するように」勧告し  
てもらうことができます。   

取り決めをした家庭裁判  
所に申し出をしてください。  

この履行勧告については、  

裁判所ウェブサイト  
http：／／www．courts．go．jp／  

で裁判手続→家事事件→履  
行勧告手続等を参照してく  
ださい。  

話し合いで納得いく結論に至るのが一番です。   

親権者を決めるのと平行して、金額、支払  

時期、支払期間、支払い方法など細かい点ま  

で煮詰め、口約束だけでなく、書面にしましょう。   

事情の変更   

今までの   

養育費では  

足りなくなった  

今までの   

善青葉は  

払えなくなった  

離婚調停の中で、財産分与、慰謝料、親権  

者に供せて、養育費の取り決めをします。   

調停の申立てについては、  

裁判所ウェブサイト  
http：／／www．courts．go．jp／  

で裁判手続→家事事件→夫婦関係調整（離  

婚）調停を参照してください。  

調
 
停
 
離
 
婚
 
 

事情変更に応じて、薫育費の験を決めな  

おします。調停での話し合し1がまとまらな  

い場合は、家庭裁判所が審判で決めます。   

調停の申立てについては、裁判所ウェブサイト  

http：／／www，COurtS．gO．）p／で裁判手続→  

家事事件→養育暮請求を参照してください。  

ぎ （＿り中、   

父母が托し合い、子どもの封と成長のためにどのくらいの金額が必要か、双方が納得する額lこなることがベストです。子どもは望まずに、  

片方の観と別れて生活しているわけですから、父や母と同じ水準の生活ができるような額がふさわしいと考えることができます。   
養育費として通常取得することができる金額、「標準的な養育費の軌については、裁判官等から構成される「東京・大阪策育責等研究会」が、   

r簡易迅速な養育暮の算定を自指して」（判例タイムズ平成15年4月1日第1111号掲載）という研究結果を発表しました。   
養育兼の話し合いがつかない場合は、最終的に家庭裁判所が決めることになります。   



母子寡婦福祉貸付金償還率について  （資料10）  

（∋ 母子福祉資金  

【都道府県】   【指定都市、中核市】  

区分   
平成18年度（％）  

計   過年度  現年度   

1北海道   62．3   2．3   74．9   

2青森県   60．7   13．7   89．7   

3岩手県   63．0   13．1   87．0   

4宮城県   65．2   16．9   84．6   

5秋田県   65．5   16．3   84．4   

6山形県   50．1   16．1   83．7   

7福島県   54．3   19．2   82．3   

8茨城県   56．8   10．0   89．1   

9栃木県   41．2   8．3   82．1   

10群馬県   47．7   7．5   86．8   

11埼玉県   58．0   15．0   83．8   

12千葉県   53．1   13．6   84．7   

13東京都   27．6   9．8   64．0   

14神奈川県   28．2   4．6   75．9   

15新潟県   57．9   11．4   91．9   

16富山県   46．3   12．9   83．9   

17石川県   57．6   7．8   91．8   

18福井県   55．1   11．5   89．2   

19山梨県   47．8   11．6   82．1   

20長野県   60．8   9．1   89．4   

21岐阜県   66．7   17．5   89．4   

22静岡県   51．1   6．8   87．0   

23愛知県   70．1   13．7   92．0   

24三重県   34．1   6．4   80．8   

25滋賀県   75．8   14．5   94，4   

26京都府   53．0   7．5   88．4   

27大阪府   34．8   5．5   81．1   

28兵庫県   52．8   9．2   89．8   

29奈良県   45．5   9．5   83．7   

30和歌山県   69．9   8．4   96．1   

31鳥取県   52．6   12．0   86．3   

32島根県   52．2   9．7   87．6   

33岡山県   53．3   7．0   88．6   

34広島県   57．6   12．3   88．0   

35山口県   34．2   4．3   83．5   

36徳島県   40．9   6．6   89．9   

37香川県   56．1   8．8   89．5   

38愛媛県   55．2   5．9   88．0   

39高知県   62．1   臥0   92．9   

40福岡県   42．4   9．6   82．6   

41佐賀県   44．4   12．7   81．8   

42長崎県   43．3   15．3   75．4   

43熊本県   67．1   14．3   94．9   

44大分県   49．4   15．4   84．5   

45宮崎県   48．8   11．8   83．9   

46鹿児島県   42．9   10．9   81．6   

47沖縄県   32．9   10．8   74，4   

平成18年度（％）  
区分  

計   過年度  現年度   

48札幌市   33．4   9．5   71．3   

49仙台市   24．3   5．8   63．7   

50さいたま市   58．7   15．7   85．1   

51千葉市   49．5   7．6   84．5   

52横浜市   30．4   3．0   75．2   

53川崎市   29．5   5．8   73．3   

54新潟市   37，8   3．5   83．0   

55静岡市   50．8   2．7   87，2   

56浜松市   57．1   13．8   89．9   

57名古屋市   38．6   6，4   82．8   

58京都市   25．5   4．0   69．0   

59大阪市   26．7   4．9   74．5   

60堺市   32．8   3．7   73．8   

61神戸市   33．6   7．7   82．6   

62広島市   50．6   8．6   85．■6   

63北九州市   45．1   11．0   82．8   

64福岡市   18．9   2．5   66．1   

65旭川市   26．1   7．9   67．8   

66函館市   22．4   2．6   70．9   

67青森市   62．7   10．7   83．7   

68秋田市   67．0   12．0   87．7   

69郡山市   45，6   18．9   74．9   

70いわき市   78．2   75．7   96．3   

71宇都宮市   33．9   7．0   79．7   

72川越市   81．5   27．7   95．4   

73船橋市   55．5   13．5   86．5   

74横須賀市   22．0   3．7   67．1   

75相模原市   34．0   6．4   76．5   

76富山市   51．5   10．7   92．1   

77金沢市   49．5   7．3   89．4   

78長野市   44．0   11．5   84．4   

79岐阜市   46．9   4．6   83．7   

80豊橋市   65．6   5．4   89．2   

81豊田市   56．8   13．7   80．6   

82岡崎市   65．4   7．8   86．8   

83高槻市   47．7   5．7   81．9   

84東大阪市   40．6   2．8   80．8   

85姫路市   49．9   7．5   87．4   

86奈良市   43．3   10．5   75．7   

87和歌山市   46．0   8．1   88．1   

88岡山市   38．1   7．6   78．2   

89倉敷市   55．5   16．9   82．3   

90福山市   42．1   11．4   84．3   

91下関市   45．2   5．4   80，0   

92高松市   34．7   4．4   78．1   

93松山市   47．4   14．7   78．8   

94高知市   46．6   10．0   87．2   

95長崎市   53．0   18．9   77．5   

96熊本市   46．1   14．3   80．0   

97大分市   34．3   10．0   78．3   

98宮崎市   43．7   12．0   76．7   

99鹿児島市   20．6   4．9   66．9   

合 計   47．8   10．4   82．9  



② 寡婦福祉資金  
【都道府県】  【指定都市、中核市】  

区分   
平成17年度（％）  

計   過年度  現年度   

1北海道   41．1   3．7   82．1   

2青森県   44．7   6．5   93．5   

3岩手県   56．7   14．5   84．3   

4宮城県   55．8   16．7   81．0   

5秋田県   66．4   6．9   89．2   

6山形県   56．5   23．0   82．9   

7福島県   56．9   25．2   79．0   

8茨城県   51．9   15．3   87．5   

9栃木県   35．5   5．8   83．7   

10群馬県   40．9   5．0   89．4   

11埼玉県   61．1   18．7   83．1   

12千葉県  61．2  10．4  94．1  

13東京都  

14神奈川県  35．1  4．7  82．4   

15新潟県   49．5   5．2   90．1   

16富山県   51．8   15．7   80．3   

17石川県   45．7   6．2   97．4   

18福井県   54．1   10．9   90．6   

19山梨県   37．1   8．4   78．8   

20長野県   64，2   7．3   88．6   

21岐阜県   78．3   26．9   91．6   

22静岡県   51．7   4．6   92．6   

23愛知県   89．5   19．9   97．7   

24三重県   35．5   12．4   75．2   

25滋賀県   78．2   21．1   92．6   

26京都府   42．7   5．8   89．4   

27大阪府   48．7   9．7   88．7   

28兵庫県   33．4   3．4   91．0   

29奈良県   27．6   6．6   88．0   

30和歌山県   46．0   11．4   96．2   

31鳥取県   49．8   7．2   87．0   

32島根県   44．6   12．4   87．0   

33岡山県   31．9   3．7   93．1   

34広島県   42．0   4．6   92．6   

35山口県   25．8   2．1   83．5   

36徳島県   26．0   8．6   87．5   

37香川県   38．7   6．4   92．8   

38愛媛県   37．1   5．4   85．9   

39高知県   63．4   6．4   89．1   

40福岡県   48．4   12．5   91．2   

41佐賀県   54．2   16．6   88．5   

42長崎県   24．8   5．2   78．4   

43熊本県   70．6   7．5   97．2   

44大分県   3臥2   24．9   89．8   

45宮崎県   49．6   9．3   89．9   

41鹿児島県   35．3   8．0   88．7   

47沖縄県   35．7   10．9   77．0  

区分   
平成18年度（％）  

計   過年度  現年度   

48札幌市   41．6   10．9   79．1   

49仙台市   23．7   3．6   61．5   

50さいたま市   80．6   15．2   92．9   

51千葉市   60．9   3．5   94．3   

52横浜市   31．5   4．5   76．1   

53川崎市   30．4   4．5   74．0   

54新潟市   60．1   0．5   96．1   

55静岡市   46．3   0．1   97．1   

56浜松市   63．5   8．3   92．5   

57名古屋市   45．7   6．7   85．4   

58京都市   33．3   4．6   82．1   

59大阪市   21．2   2．4   79．5   

60堺市   37．4   4．2   79．2   

61神戸市   22．9   5．0   79．4   

62広島市   50．9   9．4   87．0   

63北九州市   54．0   9．4   88．0   

64福岡市   20．4   1．3   71．6   

65旭川市   30．6   10．0   66．9   

66函館市   34．0   1．5   82．1   

67青森市   96．3   78．9   96．7   

68秋田市   75．0   24．8   90．6   

69郡山市   52．2   20．8   81．4   

70いわき市   78．9   9臥6   75．7   

71宇都宮市   22．2   4．0   86．5   

72川越市   83．3   27．8   95．0   

73船橋市   60．8   2．7   88．8   

74横須賀市   40．4   2．2   88．6   

75相模原市   34．2   4．9   79．4   

76富山市   23．5   1．6   98．6   

77金沢市   29．1   6．0   95．2   

78長野市   75．0   4．8  100．0   

79岐阜市   38．8   2．8 77．5   

80豊橋市   92．4   78．9   94．7   

81豊田市   92．1   82．6   94．4   

82岡崎市   97．4   61．0   99．8   

83高槻市   45．4   3．8   82．1   

84東大阪市   56．5   0．5   89．8   

85姫路市   44．9   3．8   96．1   

86奈良市   43．2   17．1   89．3   

87和歌山市   43．7   5．4   95．3   

88岡山市   16：8   3．9   74．2   

89倉敷市   24．9   4．8   82．0   

90福山市   34．3   9．5   83．6   

91下関市   25．5   1．6   73．4   

92高松市   15．4   1．9   96．3   

93松山市   29．6   4．7   80．7   

94高知市   36．1   5．9   92．8   

95長崎市   42．8   7．8   83．4   

96熊本市   52．0   22．2   90．3   

97大分市   20．2   1．9   96．1   

98宮崎市   19．5   10．5   52．4   

99鹿児島市   23．2   3．3   73．7   

合 計   46．1   12．1   85．7  




